
岡山市放課後児童健全育成事業における新型コロナウイルス感染症対策利
用料減免事業費補助金等交付
放課後児童対策を推進するため、岡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づき運
営する放課後児童クラブ活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

岡山県岡山市

助成型（※2）

新型コロナウイルス関連 / 事業継承

（１）新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業
令和5年4月1日から令和5年5月7日までの間、市長が新型コロナウイルス感染症の拡大防止
を図るために、放課後児童クラブを臨時休業させた場合等の日割り利用料について、保護
者へ返還した場合等の経費を補助
（２）新型コロナウイルス感染症対策支援事業
事業所の職員や利用者について、新型コロナウイルスの感染者等が発生した場合に、業務
を継続するために必要な経費及び、職場環境の復旧、環境整備等に係る経費を補助

2023年6月2日～

30万円～50万円 ※利用定員により異なる

補助対象経費：新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業等の実施に必要な経費（飲
食物費を除く。）

岡山っ子育成局子育て支援部地域子育て支援課 放課後児童対策係
電話：086-803-1589

https://www.city.okayama.jp/shisei/0000035971.html
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